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令和３年度第２回宝塚市パブリック・コメント審議会議事録 

 

１ 開催日  令和３年１０月１３日（水）午前１０時００分～１２時００分 

２ 開催場所 宝塚市役所３階 特別会議室 

３ 出席者  委員８名、事務局４名、傍聴人０名 

４ 議事   令和２年度に実施したパブリック・コメント手続きの個別評価（案件 No.1

～Ｎｏ.4）について 

 

○事務局      ただ今より、令和３年度第２回パブリック・コメント審議会を開催す
る。本日の出席者は委員８名中８名で全員出席となり審議会は成立。な

お、傍聴者はなし。 

○会長       それでは議事に入る。令和２年度に実施したパブリック・コメント手
続きの１２件について総合評価表に各委員に評価していただいた。そ

れを事務局にとりまとめていただいた。その資料をもとに本日、次回、

次々回に分けて評価をしていく。           まず事務局から資料１－Ａ・Ｂ、資料２、及び参考資料１、２につい
ての説明をお願いする。 

○事務局      資料１－Ａ・Ｂ、資料２、及び参考資料１、２について説明する。          （各委員に提供した資料１－Ｂ及び資料２は、本日審議分である。） 

○会長       本日はNo.1「宝塚市協働のまちづくり推進条例（案）」から評価を始

める。審議案件について、各委員から意見を伺ったうえで、評価を最終

的に決めていく。 

〇事務局      委員が評価を変更する場合、その旨の申出をするよう依頼する。 

○会長       資料１－Ａ、Ｂについて、各委員の評価をまとめていただいているが、
評価について変更がある場合には随時修正し最終評価をする。 

○委員       ①これだけではなく全ての案件についてキャッチコピーが判別し辛
い。②審議過程に関する記述はあるが、市民への働きかけの記載が不十

分である。③改正点の言及が全ての案件について判別しにくい。改正点

について担当課がどういう記述をすべきかわかっていないのではない

か。 

〇会長       この案件は改正ではないが、何を書けばいいのか、改正内容を書けば
いいのか、が明らかでない。マニュアルがあるのなら、改正の場合、ど

ういう内容を記述するのか明らかになっていないのではないか。だか

ら、そうした記述について担当課によって差異が生じている。 

〇事務局      マニュアルについては、作成しているが再度内容の検討をする。 

〇会長       策定の過程について、これまで市民がどのように関わっていたかが、
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記載されていない。 

〇委員       審議過程についてどういう団体が審議に関わり議論した過程、市民
の関わりについての記述がない。 

〇委員      キャッチコピーがわかり辛い。 

〇会長      キャッチコピーが中身の内容を反映できているか、が気になる。 

〇委員      評価を進めていくことで、各委員のレベル感の統一が必要なのではな
いか。客観的な評価レベルがある方が良い。参考資料１を見ると、分か

りやすい。参考資料１と本案件を比較しながら、評価を行った。 

〇会長       案件ごとの評価を議論する中で、評価を確定していく。              
○委員       資料１－Ａは、評価に関する平均をとることで評価調整が行われて

いるのではないか。 

○会長       こうして評価に関する内容を議論していく中で、調整ができるよう
になるのではないか。 

〇委員       キャッチコピーについて的を射ていない。結果公表における提出意
見一覧表がとても見やすい。この案件は、分かりやすくて、読みやすか

った。市にとって重要な施策であるまちづくり施策について、提出され

た意見が少なすぎることは問題である。評価をＢとした。 

〇委員       提出された意見に対する条例（案）への反映があまり行われていない
点も気になる。 

〇委員       全体的に提出された意見に対する案への反映の多寡は、所管課の考
えに左右されるのか、と思われる。 

〇会長       案件により修正が可能なもの、修正が容易でないものがあると思わ
れる。当該案件は、修正が容易でなかったのではないか。市民との議論

の積み上げた経緯が記載されていないので、案の本質が見えなくなっ

ている。案件の特殊性がある。過去の経緯を踏まえて、その経緯をこの

案に記載して欲しかった。 

〇委員       この案件を基準として考えていたが、そうではなくこうした経緯が
この案に記載されていない。この点においてわかり辛いと言える。 

〇委員       まちづくり、って、他市のものと比較すると、市の全施策の中の本条
例案の位置づけが分かれば理解しやすい。 

〇会長       まちづくり施策の全体の中で、この条例案の位置づけとその意味が
わかり辛い。全体像が見えにくくしている原因である。 

〇委員       審議会の審議過程における議論の内容を記述しないと、市民は意見
提出できないのではないか。 

〇委員       以上の議論の結果、評価をＣに変更。 

〇委員       前年度までの評価の方法に則れば、平均から評価をする。 
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〇会長       全体評価として、Ｂとする。 

○委員       続いて、Ｎｏ.2「宝塚市地域包括ケア推進プラン（宝塚市高齢者福祉          計画・第８期宝塚市介護保険事業計画）（案）」ですが、ご意見はありま 

すか。 

〇会長       この案件のキャッチコピーも目立たない。 

〇委員       募集要項の記述について、箇条書きとなっている。また、市民から 

の意見に対して、意見数が少ないのはこの募集要項の記述方法に原因 

があるのではないか。 

前計画との違いが箇条書きで記載されているが、その内容の詳細が 

明らかでない。 

〇委員       前計画の課題の克服を踏まえた今回の計画なのに、どこがどれだけ          改善されたのか明確に示されていない。この計画の意図が理解できな 

い。 

〇委員       PDCAが、この計画案にうまく活用されていない。意見提出人数、意 

見数が少なすぎる。なお、このキャッチコピーは、複数の自治体におい 

て使用されている。本市の特色を反映したキャッチコピーができるは 

ず、市民が参加するようなパブリック・コメントであるべきである。 

〇委員       前計画とこの計画案との改正点が明らかでない。担当課による計画          案に対する取り組み姿勢が不十分である。 

〇委員       計画案について数値やグラフを利用して分かりやすい。この計画案          が市全体の計画の中でどのような位置付けがなされるのか。意見募集 

の中で市民に対して発信しきれていない。 

〇会長       高齢者福祉施策における本計画案の位置付けが明らかでない。この           計画の役割、策定経過・経緯を明らかにすること、これまでの成果や          問題点があったこと、社会状況等の変化があり、この計画案はこれらの 

改善すべき点や役割を市民に対して説明すべきである。意見募集要項 

に盛り込むべきである。なぜ改正するのかが、明らかでない。 

〇委員       改正点がポイントとして募集要項に記載されているが、不十分であ 

る。 

〇会長       改正点が、概要版で項目は記載されているが、計画案本編では全く触 

れられていない。どうして改正されたか、概要版、計画案本編のいずれ 

においても明らかにされていない。 

〇委員       Cに変更します。 

〇委員       Cに変更します。（当初から C） 

〇会長       総合評価については、Bとします。 

〇会長       No.３「宝塚市第５次障碍
がい

者施策長期推進計画（案）について評価し
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ます。 

〇会長       この計画のふりがな（ルビ）について、どう考えるのか。 

〇委員       この計画案におけるルビは、非常に見辛く、データが細かい点が評価          に影響した。           資料が多すぎ、「障害」と「障碍がい」の表記について分かりにくい。（使 

用方法の統一をすべきではないか。） 

〇事務局      「害」と「碍がい」の表記の使い分けは、市としての方針である。 

〇委員       ルビを付ける意味を問う。 

〇委員       様々な特性を持つ市民に対するパブリック・コメントなので、これら 

市民に対する配慮なのか。資料の多さは問題であるが、エビデンスに基 

づいた資料作成はやむを得ないのか。こうした多くの情報が、これらの 

市民に対して必要なのかどうか。この計画案は、対象の曖昧さが問題で 

ある。No.３「宝塚市第５次障碍
がい

者施策長期推進計画（案）, No.４「宝 

塚市障害者福祉計画（第６期計画） 宝塚市障害児福祉計画（第２期計 

画）（案）の区別が、市民には分かり辛い。２つの計画案に対する意見 

募集をする場合、時期を考えるなど分かりやすくする必要がある。 

〇委員       他市の例を挙げ、本案件を比較する。他市の例は市民に理解しやすい 

ようにするために、様々な工夫がなされている。こうした工夫をするこ 

とで、市民に対して意見をもらう努力が担当課に必要なのではないか。 

〇委員       字が小さくて、見辛い。ルビの使用に対して、誰を対象とした意見募          集なのか。この概要版にこうしたルビを使用する意図が分からない。 

〇会長       担当課としての努力は評価する。しかし、結果が出ていない。最善の 

方法を考えるべきである。レイアウト、文字の大きさなど工夫をすべき 

である。情報の羅列のようなものではなく、配列等を変えたりして工夫 

をすべきである。両案件の違いが分からない。まとめてもよかったので 

はないか。 

〇事務局      法令に基づく計画であるし、根拠法令も異なるものである。意見募集 

する時期は、担当課判断で行う。 

〇会長       障碍がい者施策全体の中で、これらの計画案の位置付けが明らかでなく、 
二つの計画案の違いが分かり辛くなっている。この位置付けがないこ  

とは、計画案として致命的である。 

〇委員       この二つの計画案のキャッチコピーが同一である。これらの計画案           に対する意見募集について、意見提出者の大半が利害関係人からとな 

っている。市民の声が届いていないのではないか。 

〇委員       利害関係者も市民である。その区別ができるのか。 

〇委員       これらの計画案に係る意見募集期間等を同じくする意図はあるのか。 
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同じような計画案に対して市民に意見募集をすることは、市民を混乱 

させる。 

〇会長       市民に読みやすい文書を作るために、担当課が工夫するという配慮           が足りない。市民に配慮した分かりやすい文書を作るようにしてほし 

い。 

〇委員       意見反映率が高いことで、利害関係人の意見が政策に対する影響が          多くなる点についての取扱はこれからの検討すべき点である。 

〇会長       パブリック・コメントをする前に、利害関係人の意見を聴く機会があ 

れば、この点は改善できるのではないか。プロセスの中で審議する審議 

会の委員構成、過程、意見調整等における意見聴取のしくみづくりを考 

えて、この意見聴取する仕組みの組み合わせを行う必要がある。No.３ 

「宝塚市第５次障碍
がい

者施策長期推進計画（案）」、No.４「宝塚市障害者 

福祉計画（第６期計画） 宝塚市障害児福祉計画（第２期計画）（案）」 

を合わせて評価しますが、いかがですか。 

〇委員       全員了解する。 

〇会長       No.３「宝塚市第５次障碍
がい

者施策長期推進計画（案）、No.４「宝塚市          障害者福祉計画（第６期計画） 宝塚市障害児福祉計画（第２期計画） 

（案）の評価については、Cの評価とします。 

〇委員       全員了解する。 

〇会長       今回のように委員から出てきた意見を、A４（1，2枚程度）で議事概 

要をまとめてほしい。 

〇事務局      議事概要を作成します。   

〇会長       以上、これで終了します。 

なお、次回 10月 27日（水）をよろしくお願いします。 

 


